
 

 

株式会社大阪取引所のデリバティブ市場における新商品上場等に伴う 

「業務方法書」の一部改正等について 

 

 

I. 改正趣旨 

当社は、２０２６年４月１３日に予定されている株式会社大阪取引所のデリバティブ市場におけ

る新商品の上場等に伴い、業務方法書等について、別紙のとおり所要の改正等を行う。 
  

II. 改正概要 （備  考） 

１．通貨先物の上場に伴う「業務方法書」等の一部改正等  

 

（１）清算対象取引 

・通貨先物取引を清算対象取引の対象とする。 

 

・業務方法書第３条 

（２） 通貨先物取引に関する清算参加者の届出 

・清算参加者の届出事項に、通貨先物取引を開始及び中止する場合

を追加する。 

 

 

・業務方法書第１９条 

（３）清算手数料 

・通貨先物取引に係る清算手数料を定める。 

清算手数料（取引／最終決済）：２円／１５円 

 

 

・手数料に関する規則別

表１ 

（４）その他 

・その他所要の改正等を行う。 

 

・先物・オプション取引に

係る取引証拠金等に関

する規則の取扱い第２

条の５等 

・取引所ＦＸ取引に係る

取引証拠金等に関する

規則及び取引所ＦＸ取

引に係る取引証拠金等

に関する規則の取扱い

の廃止 

  

２．貴金属に係る限日先物取引のリニューアルに伴う「業務方法書」

等の一部改正 

 

（１）限日現金決済先物取引の最終決済 

・最終決済に伴う金銭の授受について定める。 

 

 

・業務方法書第７３条の

３１の５９の２ 

 



 

 

（２）清算値段等の決定方法 

・貴金属新商品（以下「ポケット取引」という。）の清算数値、日中

清算数値及び緊急清算数値の決定方法について定める。 

 

・業務方法書の取扱い第

２１条並びに先物・オプ

ション取引に係る取引

証拠金等に関する規則

の取扱い第２条の５及

び第４条 

（３）清算手数料 

・ポケット取引の清算手数料について定める。 

  清算手数料（取引／最終決済）：９円／２９円 

 

・手数料に関する規則別

表１ 

  
 
 

III.   施行日 

１．２０２６年４月１３日から施行する。 

２．前１．にかかわらず、清算約定に係る当社と清算参加者の間の決済を行うために必要な当社

又は当社以外の機関が設置するシステムの稼働に支障が生じた場合その他やむを得ない事由によ

り、改正後の規定を適用することが適当でないと当社が認める場合には、２０２６年４月１３日

以後の当社が定める日から施行する。

以 上 

 



 

 

 

株式会社大阪取引所のデリバティブ市場における新商品上場等に伴う 

「業務方法書」等の一部改正新旧対照表等 
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業務方法書の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

目次 

第１章～第４章の２ （略） 

第５章 清算約定の決済 

第１節～第７節の３ （略） 

第８節 削除 

 

第９節 （略） 

第５章の２～第８章 （略） 

目次 

第１章～第４章の２ （略） 

第５章 清算約定の決済 

第１節～第７節の３ （略） 

第８節 取引所ＦＸ取引の決済（第７３条

の３２―第７３条の３９） 

第９節 （略） 

第５章の２～第８章 （略） 

  

（清算対象取引） 

第３条 当社の証券取引等清算業務の対象とす

る債務の起因となる取引（以下「清算対象取

引」という。）の対象とする金融商品は、次の

各号に掲げる金融商品とする。 

（１）～（２０） （略） 

（２１） 通貨 

２ 清算対象取引は、次の各号に掲げる取引（当

社が定めるものに限る。）とする。 

（１）～（４）の２ （略） 

（５） 指定金融商品市場における指数先物

取引（法第２条第２１項第２号に掲げる取

引のうち指数（通貨（同条第２４項第３号に

掲げる通貨をいう。）に係る指数及び商品

（同項第３号の３に掲げる商品をいう。以

下同じ。）に係る指数（以下「商品指数」と

いう。）を含む。）に係るものをいう。以下

同じ。） 

（６）～（１０） （略） 

（１１） 削除 

 

 

（１２）・（１３） （略） 

３ （略） 

（清算対象取引） 

第３条 当社の証券取引等清算業務の対象とす

る債務の起因となる取引（以下「清算対象取

引」という。）の対象とする金融商品は、次の

各号に掲げる金融商品とする。 

（１）～（２０） （略） 

（新設） 

２ 清算対象取引は、次の各号に掲げる取引（当

社が定めるものに限る。）とする。 

（１）～（４）の２ （略） 

（５） 指定金融商品市場における指数先物

取引（法第２条第２１項第２号に掲げる取

引のうち指数（商品（法第２条第２４項第３

号の３に掲げる商品をいう。以下同じ。）に

係る指数（以下「商品指数」という。）を含

む。）に係るものをいう。以下同じ。） 

 

 

（６）～（１０） （略） 

（１１） 取引所ＦＸ取引（法第２条第２１項

第２号に掲げる取引のうち通貨の価格に係

るものをいう。以下同じ。） 

（１２）・（１３） （略） 

３ （略） 

  

（休業日） （休業日） 

第４条 （略） 

 

第４条 （略） 
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（削る） 

 

２ 当社は、前条第２項第１１号に掲げる清算

対象取引については、次の各号に掲げる日を

休業日（以下「ＦＸ休業日」という。）とする。 

（１） 日曜日 

（２） 土曜日 

（３） １月１日 

（４） １月１日が日曜日に当たるときは、そ

の翌日 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に定め

る時間においては、当該各号に定めるところ

による。 

（１）・（２） （略） 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に定

める時間においては、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

（１）・（２） （略） 

３ 当社は、必要があると認めるときは、臨時の

休業日を定めることができる。 

 

４ 当社は、必要があると認めるときは、臨時の

休業日又はＦＸ休業日を定めることができ

る。 

４ （略） ５ （略） 

５ （略） ６ （略） 

  

（清算参加者） 

第５条 （略） 

２ 前項に規定する清算資格は、現物清算資格、

国債先物等清算資格、指数先物等清算資格、貴

金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農

産物先物等清算資格、原油先物等清算資格及

びＥＴＦ特別清算資格とし、それぞれ次の各

号に定めるものとする。 

（１）～（７） （略） 

（削る） 

 

 

 

（８） （略） 

３ この業務方法書においては、前項第１号に

定める現物清算資格を有する者を現物清算参

加者と、同項第２号に定める国債先物等清算

資格を有する者を国債先物等清算参加者と、

同項第３号に定める指数先物等清算資格を有

する者を指数先物等清算参加者と、同項第４

号に定める貴金属先物等清算資格を有する者

を貴金属先物等清算参加者と、同項第５号に

（清算参加者） 

第５条 （略） 

２ 前項に規定する清算資格は、現物清算資格、

国債先物等清算資格、指数先物等清算資格、貴

金属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農

産物先物等清算資格、原油先物等清算資格、Ｆ

Ｘ清算資格及びＥＴＦ特別清算資格の９種類

とし、それぞれ次の各号に定めるものとする。 

（１）～（７） （略） 

（８） ＦＸ清算資格は、第３条第２項第１１

号に掲げる清算対象取引について、当社が

行う金融商品債務引受業の相手方となるた

めの資格とする。 

（９） （略） 

３ この業務方法書においては、前項第１号に

定める現物清算資格を有する者を現物清算参

加者と、同項第２号に定める国債先物等清算

資格を有する者を国債先物等清算参加者と、

同項第３号に定める指数先物等清算資格を有

する者を指数先物等清算参加者と、同項第４

号に定める貴金属先物等清算資格を有する者

を貴金属先物等清算参加者と、同項第５号に
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定めるゴム先物等清算資格を有する者をゴム

先物等清算参加者と、同項第６号に定める農

産物先物等清算資格を有する者を農産物先物

等清算参加者と、同項第７号に定める清算資

格を有する者を原油先物等清算参加者と、同

項第４号から第７号までに定める清算資格の

いずれかを有する者を商品先物等清算参加者

と、同項第８号に定めるＥＴＦ特別清算資格

を有する者をＥＴＦ特別清算参加者という。 

 

 

４ （略） 

定めるゴム先物等清算資格を有する者をゴム

先物等清算参加者と、同項第６号に定める農

産物先物等清算資格を有する者を農産物先物

等清算参加者と、同項第７号に定める清算資

格を有する者を原油先物等清算参加者と、同

項第４号から第７号までに定める清算資格の

いずれかを有する者を商品先物等清算参加者

と、同項第８号に定めるＦＸ清算資格を有す

る者をＦＸ清算参加者と、同項第９号に定め

るＥＴＦ特別清算資格を有する者をＥＴＦ特

別清算参加者という。 

４ （略） 

  

（清算資格の取得の申請及び承認等） 

第６条 金融商品取引業者（第一種金融商品取

引業又は第二種金融商品取引業を行う者に限

る。以下同じ。）は、自社清算資格又は他社清

算資格の別を示して、取得しようとする清算

資格の種類ごとに、当社が定めるところによ

り、当社に清算資格の取得の申請を行うこと

ができる。この場合において、取得しようとす

る清算資格が次の各号に掲げる清算資格であ

るときは、当該各号に定める者に限り申請を

行うことができることとする。 

（１）～（３） （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

２ 登録金融機関（法第２条第１１項に規定す

る登録金融機関をいう。以下同じ。）は、次の

各号に掲げる清算資格について、自社清算資

格又は他社清算資格の別を示して、取得しよ

うとする清算資格の種類ごとに、当社が定め

るところにより、当社に清算資格の取得の申

請を行うことができる。 

（１） （略） 

（清算資格の取得の申請及び承認等） 

第６条 金融商品取引業者（第一種金融商品取

引業又は第二種金融商品取引業を行う者に限

る。以下同じ。）は、自社清算資格又は他社清

算資格の別を示して、取得しようとする清算

資格の種類ごとに、当社が定めるところによ

り、当社に清算資格の取得の申請を行うこと

ができる。この場合において、取得しようとす

る清算資格が次の各号に掲げる清算資格であ

るときは、当該各号に定める者に限り申請を

行うことができることとする。 

（１）～（３） （略） 

（４） ＦＸ清算資格 

法第２８条第２項第３号に掲げる行為に

係る業務の登録（取引所ＦＸ取引の委託を

受けようとするときにあっては、当該業務

及び同条第５項に掲げる行為に係る業務の

登録）を受けた者 

２ 登録金融機関（法第２条第１１項に規定す

る登録金融機関をいう。以下同じ。）は、次の

各号に掲げる清算資格について、自社清算資

格又は他社清算資格の別を示して、取得しよ

うとする清算資格の種類ごとに、当社が定め

るところにより、当社に清算資格の取得の申

請を行うことができる。 

（１） （略） 
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（２） 国債先物等清算資格、貴金属先物等清

算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物等

清算資格又は原油先物等清算資格 

 

３～１２ （略） 

（２） 国債先物等清算資格、貴金属先物等清

算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物等

清算資格、原油先物等清算資格又はＦＸ清

算資格 

３～１２ （略） 

  

（清算基金の預託） 

第１６条 清算参加者（ＥＴＦ特別清算参加者

を除く。以下この条において同じ。）は、当社

に対する債務の履行を確保する目的及び当社

が他の清算参加者の破綻等を認定した場合に

おいてこの業務方法書の定めるところにより

当社に生じた損失の補填に充てる目的の清算

基金を、次の各号に掲げる区分ごとに、当社が

定めるところにより、当社に預託しなければ

ならない。 

（１）～（７） （略） 

（削る） 

２～７ （略） 

（清算基金の預託） 

第１６条 清算参加者（ＥＴＦ特別清算参加者

を除く。以下この条において同じ。）は、当社

に対する債務の履行を確保する目的及び当社

が他の清算参加者の破綻等を認定した場合に

おいてこの業務方法書の定めるところにより

当社に生じた損失の補填に充てる目的の清算

基金を、次の各号に掲げる区分ごとに、当社が

定めるところにより、当社に預託しなければ

ならない。 

（１）～（７） （略） 

（８） ＦＸ清算資格に係る清算基金 

２～７ （略） 

  

（届出事項） 

第１９条 清算参加者等は、次に掲げる行為を

しようとするときは、当社が定めるところに

より、あらかじめその内容を当社に届け出な

ければならない。 

（１） 次のａからｄまでに掲げる清算参加

者等の区分に従い、当該ａからｄまでに定

める行為 

ａ・ｂ （略） 

（届出事項） 

第１９条 清算参加者等は、次に掲げる行為を

しようとするときは、当社が定めるところに

より、あらかじめその内容を当社に届け出な

ければならない。 

（１） 次のａからｅまでに掲げる清算参加

者等の区分に従い、当該ａからｅまでに定

める行為 

ａ・ｂ （略） 

（削る） ｃ ＦＸ清算参加者 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる区分

に従い、当該（ａ）から（ｃ）までに定め

る行為 

 （ａ） 金融商品取引業者（次（ｂ）に掲

げる者を除く。） 

法第２８条第２項第３号に掲げる業

務の廃止 

 （ｂ） 金融商品取引業者（取引所ＦＸ取

引の委託を受ける者に限る。） 
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法第２８条第２項第３号又は同条第

５項に掲げる業務の廃止 

 （ｃ） 登録金融機関 

登録金融機関業務の廃止 

ｃ （略） ｄ （略） 

ｄ （略） ｅ （略） 

（２）～（１２） （略） （２）～（１２） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１項から第３項までに規定するほか、次

の各号に定める場合には、当該各号に定める

者は、当社が定めるところにより、あらかじめ

当社に届け出なければならない。 

（１）～（４） （略） 

（５） 指数先物等清算参加者が指定市場開

設者の取引参加者として通貨先物取引（通

貨指数に係る先物取引をいう。次号におい

て同じ。）を開始及び中止する場合当該指数

先物等清算参加者 

（６） 他社清算参加者（指数先物等清算参加

者であるものに限る。）と清算受託契約を締

結している非清算参加者が指定市場開設者

の取引参加者として通貨先物取引を開始又

は中止することに伴い、当該通貨指数先物

取引に係る有価証券等清算取次ぎを開始又

は中止する場合当該他社清算参加者 

５ 第１項から第３項までに規定するほか、次

の各号に定める場合には、当該各号に定める

者は、当社が定めるところにより、あらかじめ

当社に届け出なければならない。 

（１）～（４） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 

  

 

 

（削る） 

（取引所ＦＸ取引の休止に伴う清算資格の喪

失申請の特例） 

第２２条の２ 指定市場開設者が取引所ＦＸ取

引の休止（指定市場開設者が定める取引所Ｆ

Ｘ取引の休止をいう。）を行おうとする場合で

あって、かつ、他のいずれの指定金融商品市場

においても取引所ＦＸ取引が行われていない

ときは、当該休止の際、現にＦＸ清算資格を有

する清算参加者については、前条第１項の規

定にかかわらず、当社が定める日をもって、当

該ＦＸ清算資格の喪失の申請を行ったものと

みなす。 
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（現物清算資格又はＥＴＦ特別清算資格に係

る喪失申請者の未決済約定の取扱い） 

 

第２３条 現物清算参加者又はＥＴＦ特別清算

参加者は、清算資格の喪失申請を行う場合に

は、あらかじめ、当該清算参加者の当該清算資

格に係る清算約定で未決済のものを、すべて

解消しなければならない。 

２ 現物清算資格に係る他社清算参加者は、他

社清算資格の喪失申請を行う場合には、あら

かじめ、当該清算資格に係る清算受託契約を

すべて解約しなければならない。 

（現物清算資格、ＦＸ清算資格又はＥＴＦ特

別清算資格に係る喪失申請者の未決済約定

の取扱い） 

第２３条 現物清算参加者、ＦＸ清算参加者又

はＥＴＦ特別清算参加者は、清算資格の喪失

申請を行う場合には、あらかじめ、当該清算参

加者の当該清算資格に係る清算約定で未決済

のものを、すべて解消しなければならない。 

２ 現物清算資格又はＦＸ清算資格に係る他社

清算参加者は、他社清算資格の喪失申請を行

う場合には、あらかじめ、当該清算資格に係る

清算受託契約をすべて解約しなければならな

い。 

  

（清算資格の喪失申請者に係る債務の引受け

の停止） 

第２５条 当社は、清算参加者から清算資格の

喪失申請を受理した翌日（休業日に当たると

きは、順次繰り下げる。）から、その清算参加

者を当事者とする当該清算資格に係る清算対

象取引に基づく債務について新たな債務の引

受けの停止（第４６条の２に定めるギブアッ

プの成立による債務の負担の停止を含む。以

下同じ。）を行う。ただし、先物等清算資格を

有する清算参加者が、第２６条第２項に定め

る清算約定で未決済のものを解消する目的で

行う清算対象取引に基づく債務についての新

たな債務の引受けについては、この限りでは

ない。 

 

 

 

 

 

 

 

２ （略） 

（清算資格の喪失申請者に係る債務の引受け

の停止） 

第２５条 当社は、清算参加者から清算資格の

喪失申請を受理した翌日（喪失を申請する清

算資格が現物清算資格、国債先物等清算資格、

指数先物等清算資格、貴金属先物等清算資格、

ゴム先物等清算資格、農産物先物等清算資格、

原油先物等清算資格若しくはＥＴＦ特別清算

資格である場合において休業日に当たるとき

又は喪失を申請する清算資格がＦＸ清算資格

である場合においてＦＸ休業日に当たるとき

は、順次繰り下げる。）から、その清算参加者

を当事者とする当該清算資格に係る清算対象

取引に基づく債務について新たな債務の引受

けの停止（第４６条の２に定めるギブアップ

の成立による債務の負担の停止を含む。以下

同じ。）を行う。ただし、先物等清算資格を有

する清算参加者が、第２６条第２項に定める

清算約定で未決済のものを解消する目的で行

う清算対象取引に基づく債務についての新た

な債務の引受けについては、この限りではな

い。 

２ （略） 

  

（清算資格の喪失） （清算資格の喪失） 
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第２６条 現物清算資格又はＥＴＦ特別清算参

加者の喪失の承認は、当社が将来の一定の期

日を指定して行い、当該清算資格は、当該期

日をもって喪失する。 

２・３ （略） 

第２６条 現物清算資格、ＦＸ清算資格又はＥ

ＴＦ特別清算参加者の喪失の承認は、当社が

将来の一定の期日を指定して行い、当該清算

資格は、当該期日をもって喪失する。 

２・３ （略） 

  

（過大なポジションを保有している清算参加

者に対する措置） 

第２９条の２ 当社は、清算参加者が過大なポ

ジションを保有していると認められる場合

（当該清算参加者の未決済約定が負っている

ものと想定されるリスク相当額が、当該清算

参加者（清算参加者が親会社等保証を受けて

いる場合には、親会社等保証を行っている親

会社等）の純財産額（登録金融機関、証券金融

会社及び当業者等にあっては、純資産額）又は

現金等の財産の状況に比し過大であると認め

られる場合であって、当該リスク相当額が当

該清算参加者の自己の計算による取引若しく

は少数の顧客の委託に基づく取引（非清算参

加者の有価証券等清算取次ぎ及び商品清算取

引の委託に基づく取引を含む。）に起因してい

るときをいう。次条において同じ。）又はその

具体的なおそれがあると認められる場合に

は、次の各号に掲げる措置その他当社が必要

と認める措置を行うことができる。 

（１） 取引証拠金等（当初証拠金、清算基金

又は取引証拠金（自己の計算による先物・オ

プション取引若しくは顧客の委託若しくは

非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委

託に基づく先物・オプション取引に係る取

引証拠金をいう。）をいう。以下この項にお

いて同じ。）の額の引上げ 

 

 

 

 

（２）・（３） （略） 

２ 顧客の委託又は非清算参加者の有価証券等

清算取次ぎの委託に基づく先物・オプション

（過大なポジションを保有している清算参加

者に対する措置） 

第２９条の２ 当社は、清算参加者が過大なポ

ジションを保有していると認められる場合

（当該清算参加者の未決済約定が負っている

ものと想定されるリスク相当額が、当該清算

参加者（清算参加者が親会社等保証を受けて

いる場合には、親会社等保証を行っている親

会社等）の純財産額（登録金融機関、証券金融

会社及び当業者等にあっては、純資産額）又は

現金等の財産の状況に比し過大であると認め

られる場合であって、当該リスク相当額が当

該清算参加者の自己の計算による取引若しく

は少数の顧客の委託に基づく取引（非清算参

加者の有価証券等清算取次ぎ及び商品清算取

引の委託に基づく取引を含む。）に起因してい

るときをいう。次条において同じ。）又はその

具体的なおそれがあると認められる場合に

は、次の各号に掲げる措置その他当社が必要

と認める措置を行うことができる。 

（１） 取引証拠金等（当初証拠金、清算基金

又は取引証拠金（自己の計算による先物・オ

プション取引若しくは顧客の委託若しくは

非清算参加者の有価証券等清算取次ぎの委

託に基づく先物・オプション取引に係る取

引証拠金又は自己の計算による取引所ＦＸ

取引若しくは顧客の委託若しくは非清算参

加者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づ

く取引所ＦＸ取引に係る取引証拠金をい

う。）をいう。以下この項において同じ。）

の額の引上げ 

（２）・（３） （略） 

２ 顧客の委託又は非清算参加者の有価証券等

清算取次ぎの委託に基づく先物・オプション
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取引に係る取引証拠金に対し前項の措置が行

われた場合には、当該措置の対象となった清

算参加者は、当該顧客又は当該非清算参加者

に対して当該措置と同様の措置をとらなけれ

ばならない。 

取引に係る取引証拠金又は取引所ＦＸ取引に

係る取引証拠金に対し前項の措置が行われた

場合には、当該措置の対象となった清算参加

者は、当該顧客又は当該非清算参加者に対し

て当該措置と同様の措置をとらなければなら

ない。 

  

（ポジション保有状況の改善指示） 

第２９条の３ 当社は、第２１条の２第５項に

規定する取引証拠金所要額の引上げを行った

にもかかわらず、なお清算参加者が同条第１

項又は第３項に規定する報告を行わなかった

場合、前条に規定する措置を行ったにもかか

わらず、当社が指定した期日においてなお当

該清算参加者が過大なポジションを保有して

いると認められる場合又は当該清算参加者の

リスク相当額が増加するなどによって当該清

算参加者の当社に対する債務履行の確実性に

係る危険を速やかに解消する必要があると認

められる場合には、その必要とする限度にお

いて、当該清算参加者を審問のうえ、取締役会

の決議により、ポジション保有状況の改善指

示（先物・オプション取引に係るものに限る。）

の措置を行うことができる。 

 

２～６ （略） 

（ポジション保有状況の改善指示） 

第２９条の３ 当社は、第２１条の２第５項に

規定する取引証拠金所要額の引上げを行った

にもかかわらず、なお清算参加者が同条第１

項又は第３項に規定する報告を行わなかった

場合、前条に規定する措置を行ったにもかか

わらず、当社が指定した期日においてなお当

該清算参加者が過大なポジションを保有して

いると認められる場合又は当該清算参加者の

リスク相当額が増加するなどによって当該清

算参加者の当社に対する債務履行の確実性に

係る危険を速やかに解消する必要があると認

められる場合には、その必要とする限度にお

いて、当該清算参加者を審問のうえ、取締役会

の決議により、ポジション保有状況の改善指

示（先物・オプション取引又は取引所ＦＸ取引

に係るものに限る。）の措置を行うことができ

る。 

２～６ （略） 

  

（金融商品取引業者等に該当しないこととな

った清算参加者等に対する措置） 

第３３条 清算参加者等は、次の各号に掲げる

いずれかの事由が生じた場合には、当該各号

に定める清算資格を喪失し又はＥＴＦ登録信

託銀行の登録を抹消されるものとする。 

（１）・（２） （略） 

（削る） 

 

 

 

 

 

（金融商品取引業者等に該当しないこととな

った清算参加者等に対する措置） 

第３３条 清算参加者等は、次の各号に掲げる

いずれかの事由が生じた場合には、当該各号

に定める清算資格を喪失し又はＥＴＦ登録信

託銀行の登録を抹消されるものとする。 

（１）・（２） （略） 

（３） ＦＸ清算参加者が、法第２８条第２項

第３号に掲げる行為に係る業務の登録（取

引所ＦＸ取引の委託を受ける者であるとき

は、当該業務及び同条第５項に掲げる行為

に係る業務の登録）を受けた金融商品取引
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（３） （略） 

（４） （略） 

（５） （略） 

業者及び登録金融機関のいずれにも該当し

ないこととなること。 

ＦＸ清算資格 

（４） （略） 

（５） （略） 

（６） （略） 

  

（有価証券等清算取次ぎの対象取引） 

第３８条 他社清算参加者が行うことができる

有価証券等清算取次ぎの対象取引は、第３条

第２項に定める清算対象取引(同項第１号か

ら第９号まで及び第１３号に係るものに限

る。）とする。 

２・３ （略） 

（有価証券等清算取次ぎの対象取引） 

第３８条 他社清算参加者が行うことができる

有価証券等清算取次ぎの対象取引は、第３条

第２項に定める清算対象取引(同項第１号か

ら第９号まで、第１１号及び第１３号に係る

ものに限る。）とする。 

２・３ （略） 

  

（非清算参加者との清算受託契約の締結等） 

第３９条 他社清算参加者は、第３条第２項第

１号から第９号までに掲げる清算対象取引に

ついて有価証券等清算取次ぎを行う場合に

は、非清算参加者が清算参加者を代理して清

算対象取引を成立させようとするときは、当

該非清算参加者が有価証券等清算取次ぎの申

込みをし、かつ、当該清算参加者が当該有価

証券等清算取次ぎの受託をしたこととする旨

その他当社が定める事項を記載した清算受託

契約を、有価証券等清算取次ぎの委託をする

非清算参加者との間で、締結しなければなら

ない。 

２～４ （略） 

（非清算参加者との清算受託契約の締結等） 

第３９条 他社清算参加者は、第３条第２項第

１号から第９号まで及び第１１号に掲げる清

算対象取引について有価証券等清算取次ぎを

行う場合には、非清算参加者が清算参加者を

代理して清算対象取引を成立させようとする

ときは、当該非清算参加者が有価証券等清算

取次ぎの申込みをし、かつ、当該清算参加者が

当該有価証券等清算取次ぎの受託をしたこと

とする旨その他当社が定める事項を記載した

清算受託契約を、有価証券等清算取次ぎの委

託をする非清算参加者との間で、締結しなけ

ればならない。 

２～４ （略） 

  

（指定清算参加者が改善指示を受けた場合の

未決済約定の引継ぎ等） 

第４５条の２ （略） 

２ 清算参加者は、前項のポジションの改善指

示を受けた場合において、当該指示に適合す

るべく合理的な努力を行ってもなお当該指示

に適合できない場合で、かつ、当該非清算参

加者に対して、あらかじめ合理的な猶予期間

を定めて前項の要請を行ったにもかかわら

ず、当該非清算参加者がこれらを正当な理由

（指定清算参加者が改善指示を受けた場合の

未決済約定の引継ぎ等） 

第４５条の２ （略） 

２ 清算参加者は、前項のポジションの改善指

示を受けた場合において、当該指示に適合す

るべく合理的な努力を行ってもなお当該指示

に適合できない場合で、かつ、当該非清算参加

者に対して、あらかじめ合理的な猶予期間を

定めて前項の要請を行ったにもかかわらず、

当該非清算参加者がこれらを正当な理由なく



10 

なく行わなかった場合には、合理的に必要と

認められる範囲内において、当該非清算参加

者の有価証券等清算取次ぎの委託に基づく未

決済約定を決済するために、当該非清算参加

者の計算において、転売（買建玉（先物・オ

プション取引に係る未決済約定に係る数量

（以下「建玉」という。）のうち買付けの約

定に係る数量をいう。以下同じ。）について

の反対の取引をいう。以下同じ。）若しくは

買戻し（売建玉（建玉のうち売付けの約定に

係る数量をいう。以下同じ。）についての反

対の取引をいう。以下同じ。）又は権利行使

（これらの委託を含む。）を行うことができ

る。 

行わなかった場合には、合理的に必要と認め

られる範囲内において、当該非清算参加者の

有価証券等清算取次ぎの委託に基づく未決済

約定を決済するために、当該非清算参加者の

計算において、転売（買建玉（先物・オプショ

ン取引又は取引所ＦＸ取引に係る未決済約定

に係る数量（以下「建玉」という。）のうち買

付けの約定に係る数量をいう。以下同じ。）に

ついての反対の取引をいう。以下同じ。）若し

くは買戻し（売建玉（建玉のうち売付けの約定

に係る数量をいう。以下同じ。）についての反

対の取引をいう。以下同じ。）又は権利行使（こ

れらの委託を含む。）を行うことができる。 

  

（債務の引受け） 

第４６条 当社が証券取引等清算業務として行

う債務の引受けは、次の各号に掲げる区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（債務の引受け） 

第４６条 当社が証券取引等清算業務として行

う債務の引受けは、次の各号に掲げる区分に

従い、当該各号に定めるところによる。 

（１） 第３条第２項第１号、第３号、第４号

の２、第５号、第６号の２又は第１０号に掲

げる清算対象取引 

清算対象取引が指定市場開設者(第３条

第２項第１０号に定める清算対象取引にあ

っては、当社）の定めるところにより成立し

たときは、当該清算対象取引について、当社

は売方清算参加者がその相手方である買方

清算参加者に対し負担する債務を免責的に

引き受け、当該売方清算参加者は当社によ

り引き受けられた当該債務と同一内容の債

務を新たに当社に対し負担し、かつ、当社は

買方清算参加者がその相手方である売方清

算参加者に対し負担する債務を免責的に引

き受け、当該買方清算参加者は当社により

引き受けられた当該債務と同一内容の債務

を新たに当社に対し負担するものとする。 

（２）～（５） （略） 

２～４ （略） 

（１） 第３条第２項第１号、第３号、第４号

の２、第５号、第６号の２、第１０号又は第

１１号に掲げる清算対象取引 

清算対象取引が指定市場開設者(第３条

第２項第１０号に定める清算対象取引にあ

っては、当社）の定めるところにより成立し

たときは、当該清算対象取引について、当社

は売方清算参加者がその相手方である買方

清算参加者に対し負担する債務を免責的に

引き受け、当該売方清算参加者は当社によ

り引き受けられた当該債務と同一内容の債

務を新たに当社に対し負担し、かつ、当社は

買方清算参加者がその相手方である売方清

算参加者に対し負担する債務を免責的に引

き受け、当該買方清算参加者は当社により

引き受けられた当該債務と同一内容の債務

を新たに当社に対し負担するものとする。 

（２）～（５） （略） 

２～４ （略） 
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（限日現金決済先物取引の最終決済に伴う金

銭の授受） 

第７３条の３１の５９の２ 指定市場開設者が

新たな限日現金決済先物取引の設定及びロー

ルオーバーを行わないこととした場合におい

ては、商品先物等清算参加者は、指定市場開設

者が定める取引最終日の立会終了時までに転

売又は買戻しが行われなかった建玉に係る次

の各号に掲げる金銭を、それぞれ当該各号に

定める日に、当社との間で授受するものとす

る。この場合において、金銭を支払う商品先物

等清算参加者は、当該金銭の授受を行う日の

午前１１時までに、金銭を受領する商品先物

等清算参加者は、当該金銭の授受を行う日の

午後１時に、金銭を支払い又は受領しなけれ

ばならない。 

 

 

（新設） 

（１） 次のａ及びｂに掲げる金銭 指定市

場開設者が定める最終決済期日の前日 

 

ａ 取引最終日に成立した取引による建玉

について、その約定数値と取引最終日の

清算数値との差に相当する金銭 

 

ｂ 取引最終日より前に成立した取引によ

る建玉について、取引最終日の清算数値

とその前取引日の清算数値との差に相当

する金銭 

 

（２） 前号ａ及びｂに掲げる建玉について、

指定市場開設者が定める最終清算数値と取

引最終日の清算数値との差に相当する金銭 

指定市場開設者が定める最終決済期日 

 

  

第８節 削除 第８節 取引所ＦＸ取引の決済 

  

 

第７３条の３２から第７３条の３９まで 削除 

（建玉の申告） 

第７３条の３２ ＦＸ清算参加者は、対象金融

指標（指定市場開設者（第３条第２項第１１号

の指定金融商品市場を開設する指定市場開設

者をいう。以下この節において同じ。）が定め

る対象金融指標をいう。以下この節において

同じ。）ごとに、取引所ＦＸ取引に係る買建玉

（清算取次買建玉を除く。）及び売建玉（清算
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取次売建玉を除く。）を、顧客の委託に基づく

ものと自己の計算によるものとに区分して当

社が定める時限までに当社に申告するものと

する。ただし、転売又は買戻しをした場合に

は、当該転売又は買戻しの数量を、決済に係る

ものとして、減じて得た数量を申告するもの

とする。 

２ ＦＸ清算参加者は、対象金融指標ごとに、取

引所ＦＸ取引に係る清算取次買建玉及び清算

取次売建玉を、当該清算取次買建玉又は清算

取次売建玉に係るＦＸ非清算参加者（取引所

ＦＸ取引に係る取引資格を有する者のうち、

ＦＸ清算資格を有しない者をいう。以下同

じ。）それぞれについて、顧客の委託に基づく

ものと自己の計算によるものとに区分して当

社が定める時限までに当社に申告するものと

する。ただし、転売又は買戻しをした場合に

は、当該転売又は買戻しの数量を、決済に係る

ものとして、減じて得た数量を申告するもの

とする。この場合において、ＦＸ清算参加者

は、自らの申告に代えて、当該清算取次買建玉

又は清算取次売建玉に係るＦＸ非清算参加者

をして当該申告を行わせることができる。 

３ ＦＸ清算参加者は、前２項の申告を行う数

量の計算を、各取引日（指定市場開設者が取引

所ＦＸ取引について定める取引日をいう。以

下この節において同じ。）の立会終了後直ちに

行い、記録するものとする。 

  

 （清算数値及びスワップポイント基準値） 

第７３条の３３ 当社は、取引所ＦＸ取引の各

対象金融指標について、各取引日の立会終了

後に、当社が定めるところにより、その取引日

の清算数値及びスワップポイント基準値を定

める。 

  

 （引直差金の授受） 

第７３条の３４ 取引所ＦＸ取引において、立

会終了時にロールオーバー（指定市場開設者

が定めるロールオーバーをいう。以下同じ。）



13 

が行われた建玉のうち、当該立会において成

立した取引による建玉について、当該取引の

約定数値と当該取引契約締結を行った取引日

の清算数値とを比較して差を生じたときは、

ＦＸ清算参加者はその差に相当する金銭を当

該取引日に係る決済日（取引日の終了する日

（休業日に当たるときは、順次繰り下げる。）

の翌日をいう。以下この節において同じ。）に

おいて、当社との間で授受するものとする。 

  

 （更新差金の授受） 

第７３条の３５ 取引所ＦＸ取引において、立

会終了時にロールオーバーが行われた建玉の

うち、当該立会より前に成立した取引による

建玉について、当該ロールオーバーが行われ

た取引日の清算数値とその前取引日の清算数

値とを比較して差を生じたときは、ＦＸ清算

参加者はその差に相当する金銭を当該取引日

に係る決済日において、当社との間で授受す

るものとする。 

  

 （最終決済差金の授受） 

第７３条の３５の２ 取引所ＦＸ取引における

最終決済（指定市場開設者が定める取引所Ｆ

Ｘ取引における最終決済をいう。）において、

ＦＸ清算参加者は次の各号に掲げる金銭を最

終決済期日（指定市場開設者が定める取引所

ＦＸ取引における最終決済期日をいう。）にお

いて、当社との間で授受するものとする。 

（１） 取引最終日（指定市場開設者が取引所

ＦＸ取引に関して定める取引最終日をい

う。以下この条において同じ。）の建玉のう

ち、当該取引最終日の立会において成立し

た取引による建玉について、当該取引の約

定数値と当該取引契約締結を行った取引日

の最終清算数値（指定市場開設者が定める

最終清算数値をいう。以下この条において

同じ。）とを比較して差を生じたときは、そ

の差に相当する金銭 
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（２） 取引最終日の建玉のうち、当該取引最

終日の立会より前に成立した取引による建

玉について、最終清算数値と前取引日の清

算数値とを比較して差を生じたときは、そ

の差に相当する金銭 

  

 （スワップポイントの授受） 

第７３条の３６ 取引所ＦＸ取引において、立

会終了時における建玉のロールオーバーが行

われたときに、各対象金融指標のスワップポ

イント基準値を当該ロールオーバーに係る買

建玉から売建玉を差し引いた数量に乗じて得

た金額に相当する金銭（以下「スワップポイン

ト」という。）を、ＦＸ清算参加者は当該ロー

ルオーバーが行われた取引日に係る決済日に

おいて、当社との間で授受するものとする。 

  

 （決済差金の授受） 

第７３条の３７ 取引所ＦＸ取引において、転

売又は買戻しを行った場合は、次の各号に掲

げる建玉の区分に従い、当該各号に定める金

銭を、ＦＸ清算参加者は当該転売又は買戻し

を行った取引日に係る決済日において、当社

との間で授受するものとする。 

（１） 転売又は買戻しを行った取引日の約

定に係る建玉 

当該建玉に係る約定数値と当該転売又は

買戻しに係る約定数値の差に相当する金銭 

（２） 転売又は買戻しを行った取引日の前

取引日以前の約定に係る建玉 

当該前取引日の清算数値と当該転売又は

買戻しに係る約定数値の差に相当する金銭 

  

 （非対円金融指標に係る更新差金等） 

第７３条の３８ 非対円金融指標（指定市場開

設者が定める非対円金融指標をいう。）に係る

取引所ＦＸ取引における第７３条の３４から

前条までに規定する差に相当する金銭は、当

社が定めるところにより算出するものとす

る。 
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 （清算数値等の算出が不能等の場合の責任の

所在） 

第７３条の３９ ＦＸ清算参加者は、清算数値

及びスワップポイント基準値の算出若しくは

配信の不能、遅延若しくは誤り、変更等により

損害を被った場合においても、当社及び指定

市場開設者に対してその損害の賠償請求をす

ることができない。 

  

 

 

第７３条の４１ 削除 

 

（取引所ＦＸ取引について授受する金銭の額

及び授受の方法） 

第７３条の４１ 第７３条の３４から第７３条

の３８までの規定により授受する金銭の額

は、同一ＦＸ清算参加者の預り目的（取引所Ｆ

Ｘ取引に係る取引証拠金等に関する規則第１

９条第１項に規定する取引証拠金の区分をい

う。以下同じ。）ごとに、当該ＦＸ清算参加者

の総支払金額と総受入金額の差引額とする。 

２ 前項のほか、第７３条の３４から第７３条

の３８までの規定により授受する金銭に関し

必要な事項は、当社が定める。 

  

（取引証拠金及び未決済約定の取扱い等） 

第７３条の４３ （略） 

（削る）  

（取引証拠金及び未決済約定の取扱い等） 

第７３条の４３ （略） 

２ 当社が行う証券取引等清算業務における取

引所ＦＸ取引に係る取引証拠金及び支払不能

等による債務引受停止の場合における未決済

約定の取扱い等に関する事項は、取引所ＦＸ

取引に係る取引証拠金等に関する規則をもっ

て定める。 

  

（決済不履行による損失の補填） 

第７８条 当社は、不履行清算参加者が清算約

定の決済を履行しないことにより当社が損失

（当該不履行の処理（そのおそれがあると認

めるときの処理を含む。）に際し当社が受けた

損失を含む。）を受けた場合には、当該損失に

ついて、それぞれ次に掲げるもの（代用有価証

券又は倉荷証券（以下「代用有価証券等」とい

（決済不履行による損失の補填） 

第７８条 当社は、不履行清算参加者が清算約

定の決済を履行しないことにより当社が損失

（当該不履行の処理（そのおそれがあると認

めるときの処理を含む。）に際し当社が受けた

損失を含む。）を受けた場合には、当該損失に

ついて、それぞれ次に掲げるもの（代用有価証

券又は倉荷証券（以下「代用有価証券等」とい
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う。）である場合には、当社が定めるところに

より当該代用有価証券等を処分して得るも

の）によりその預託目的に従って補填する。 

う。）である場合には、当社が定めるところに

より当該代用有価証券等を処分して得るも

の）によりその預託目的に従って補填する。 

（１）・（２） （略）  （１）・（２） （略）  

（３） 不履行清算参加者が当社に預託して

いる自己分の先物・オプション取引に係る

取引証拠金 

 

（３） 不履行清算参加者が当社に預託して

いる自己分の先物・オプション取引に係る

取引証拠金及び取引所ＦＸ取引に係る取引

証拠金 

（４） 不履行清算参加者が返還請求権を有

する先物・オプション取引に係る取引証拠

金（前号に掲げるものを除く。） 

（４） 不履行清算参加者が返還請求権を有

する先物・オプション取引に係る取引証拠

金及び取引所ＦＸ取引に係る取引証拠金

（前号に掲げるものを除く。）  

（５）～（７） （略）  （５）～（７） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 当社は、次の各号に掲げる清算資格の種類

ごとに、第１項から前項までの規定により補

填し得ない損失がある場合は、当社の次の各

号に定める準備金の積立額を取り崩すことに

より補填する。 

５ 当社は、次の各号に掲げる清算資格の種類

ごとに、第１項から前項までの規定により補

填し得ない損失がある場合は、当社の次の各

号に定める準備金の積立額を取り崩すことに

より補填する。 

（１） 現物清算資格、国債先物等清算資格及

び指数先物等清算資格 

証券取引等決済保証準備金 

（１） 現物清算資格、国債先物等清算資格、

指数先物等清算資格及びＦＸ清算資格 

証券取引等決済保証準備金 

（２） （略）  （２） （略） 

６・７ （略） ６・７ （略） 

  

（不履行清算参加者以外の清算参加者の清算

基金による損失の補填） 

第７８条の２ 当社は、不履行清算参加者が当

社との間における清算約定の決済を履行しな

いことにより当社が受けた現物清算資格、国

債先物等清算資格、指数先物等清算資格、貴金

属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産

物先物等清算資格又は原油先物等清算資格に

係る損失（第７６条の規定に基づく処理に際

し当社が受けた損失を含む。以下この条及び

次条において同じ。）について、前条に定める

ところによってもなお補填し得ない損失があ

る場合には、当社が定めるところにより、次の

各号に掲げる清算資格の区分に従い、当該各

号に定める清算基金の額をもって、それぞれ

（不履行清算参加者以外の清算参加者の清算

基金による損失の補填） 

第７８条の２ 当社は、不履行清算参加者が当

社との間における清算約定の決済を履行しな

いことにより当社が受けた現物清算資格、国

債先物等清算資格、指数先物等清算資格、貴金

属先物等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産

物先物等清算資格、原油先物等清算資格又は

ＦＸ清算資格に係る損失（第７６条の規定に

基づく処理に際し当社が受けた損失を含む。

以下この条及び次条において同じ。）につい

て、前条に定めるところによってもなお補填

し得ない損失がある場合には、当社が定める

ところにより、次の各号に掲げる清算資格の

区分に従い、当該各号に定める清算基金の額
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の清算資格に係る補填し得ない損失額を補填

する。 

（１） 現物清算資格 

当該損失に係る不履行が発生した日（不

履行のおそれがあると認めた日を含む。以

下この章において「不履行発生日」という。）

における不履行清算参加者以外の清算参加

者（以下この章において「不履行発生日清算

参加者」という。）が当社に預託している第

１６条第１項第１号又は第７号に掲げる当

該清算資格の種類に係る清算基金のうち清

算基金所要額に相当する額 

（２） （略） 

２～４ （略）  

をもって、それぞれの清算資格に係る補填し

得ない損失額を補填する。 

（１） 現物清算資格又はＦＸ清算資格 

当該損失に係る不履行が発生した日（不

履行のおそれがあると認めた日を含む。以

下この章において「不履行発生日」という。）

における不履行清算参加者以外の清算参加

者（以下この章において「不履行発生日清算

参加者」という。）が当社に預託している第

１６条第１項第１号又は第７号に掲げる当

該清算資格の種類に係る清算基金のうち清

算基金所要額に相当する額 

（２） （略） 

２～４ （略）  

  

（現物清算資格に係る特別清算料） 

 

第７９条 当社は、現物清算資格を有する不履

行清算参加者が当社との間における清算約定

の決済を履行しないことにより当社が受けた

損失について、前条に定めるところによって

もなお補填し得ない損失がある場合には、不

履行発生日清算参加者は、当社が定めるとこ

ろにより、特別清算料を納入するものとする。

この場合においては、当社は、当該特別清算料

をもって、当該補填し得ない損失額を補填す

る。 

２～４ （略） 

（現物清算資格又はＦＸ清算資格に係る特別

清算料） 

第７９条 当社は、現物清算資格又はＦＸ清算

資格を有する不履行清算参加者が当社との間

における清算約定の決済を履行しないことに

より当社が受けた損失について、前条に定め

るところによってもなお補填し得ない損失が

ある場合には、不履行発生日清算参加者は、当

社が定めるところにより、特別清算料を納入

するものとする。この場合においては、当社

は、当該特別清算料をもって、当該補填し得な

い損失額を補填する。 

２～４ （略）  

  

（会社分割又は事業譲渡の場合の未決済約定

の引継ぎ） 

第８３条の４ 清算参加者は、他の清算参加者

に分割により事業を承継させ又は事業を譲渡

する場合であって、当該事業の承継又は譲渡

と同時に、清算資格を喪失しないときは、当社

の承認を受けて、当該他の清算参加者に、当該

事業の承継又は譲渡に係る先物・オプション

取引の未決済約定を引き継ぐことができる。 

 

２・３ （略） 

（会社分割又は事業譲渡の場合の未決済約定

の引継ぎ） 

第８３条の４ 清算参加者は、他の清算参加者

に分割により事業を承継させ又は事業を譲渡

する場合であって、当該事業の承継又は譲渡

と同時に、清算資格を喪失しないときは、当社

の承認を受けて、当該他の清算参加者に、当該

事業の承継又は譲渡に係る先物・オプション

取引又は取引所ＦＸ取引の未決済約定を引き

継ぐことができる。 

２・３ （略） 
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付  則  

１ この改正規定は、令和８年４月１３日から

施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る

当社と清算参加者の間の決済を行うために必

要な当社が設置するシステムの稼働に支障が

生じた場合その他やむを得ない事由により、

改正後の規定を適用することが適当でないと

当社が認める場合には、令和８年４月１３日

以後の当社が定める日から施行する。 
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取引所ＦＸ取引に係る取引証拠金等に関する規則を廃止する規則 

 

 

第１条 次に掲げる規則を廃止する。 

取引所ＦＸ取引に係る取引証拠金等に関する規則 

 

付 則 

この規則は、令和８年４月１３日から施行する。 
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業務方法書の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（清算対象取引） 

第３条 （略） 

２～１３ （略） 

（削る） 

（清算対象取引） 

第３条 （略） 

２～１３ （略） 

１４ 業務方法書第３条第２項第１１号に定め

る取引に係る清算対象取引は、前条第２号に

掲げる指定市場開設者が開設する金融商品市

場における取引所ＦＸ取引とする。 

  

（報告事項） 

第８条 業務方法書第２０条に規定する当社が

定める場合は、次の各号（ＥＴＦ特別清算参加

者及び登録ＥＴＦ信託銀行にあっては、第２

号、第３号、第４号、第４号の３、第７号の２

から第９号、第９号の３、第１１号、第１２号

及び第１３号）に掲げる場合とし、所定の報告

書に当社が必要と認める書類を添付して報告

するものとする。 

（１）・（１）の２ （略） 

（２） 次のａからｄまでに掲げる清算参加

者の区分に従い、当該ａからｄまでに定め

る場合 

ａ・ｂ （略）  

（削る）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ （略）  

ｄ （略）  

（３）～（２７） （略） 

２ （略） 

（報告事項） 

第８条 業務方法書第２０条に規定する当社が

定める場合は、次の各号（ＥＴＦ特別清算参加

者及び登録ＥＴＦ信託銀行にあっては、第２

号、第３号、第４号、第４号の３、第７号の２

から第９号、第９号の３、第１１号、第１２号

及び第１３号）に掲げる場合とし、所定の報告

書に当社が必要と認める書類を添付して報告

するものとする。 

（１）・（１）の２ （略） 

（２） 次のａからｅまでに掲げる清算参加

者の区分に従い、当該ａからｅまでに定め

る場合 

ａ・ｂ （略）  

ｃ ＦＸ清算参加者 

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる区分に従

い、当該（ａ）及び（ｂ）に定める行為 

（ａ） 金融商品取引業者 

法第２８条第２項第３号に掲げる業

務（取引所ＦＸ取引の委託を受ける場

合は当該業務又は同条第５項に掲げる

業務）を休止し、又は再開したとき。 

（ｂ） 登録金融機関 

登録金融機関業務を休止し、又は再

開したとき。 

ｄ （略） 

ｅ （略） 

（３）～（２７） （略） 

２ （略） 
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（削る） 

 

 

 

 

３ （略） 

３ 第１項に定めるもののほか、ＦＸ清算参加

者は、事業年度ごとに、所定の区分管理状況等

報告書（区分管理の状況及び外部監査又は内

部監査の状況を記載したものを含む。）を作成

し提出しなければならない。 

４ （略） 

  

（措置の対象とする取引証拠金） 

第９条の４ 業務方法書第２９条の４第１項に

規定する当社が定める取引証拠金は、先物・オ

プション取引に係る取引証拠金等に関する規

則第９条の２第１項（同条第３項によるもの

のうち業務方法書第４６条の３第２号及び第

４６条の４第２号に規定する区分口座に係る

ものを除く。）及び先物・オプション取引に係

る取引証拠金等に関する規則第２０条第１項

第２号に掲げる取引証拠金とする。 

 

 

 

２ 業務方法書第２９条の４第２項に規定する

当社が定める取引証拠金は、先物・オプション

取引に係る取引証拠金等に関する規則第９条

の２第１項（同条第３項によるもののうち業

務方法書第４６条の３第２号及び第４６条の

４第２号に規定する区分口座に係るものを除

く。）、先物・オプション取引に係る取引証拠

金等に関する規則第２０条第１項第２号、第

５号、第７号及び第１０号に掲げる取引証拠

金とする。 

 

（措置の対象とする取引証拠金） 

第９条の４ 業務方法書第２９条の４第１項に

規定する当社が定める取引証拠金は、先物・オ

プション取引に係る取引証拠金等に関する規

則第９条の２第１項（同条第３項によるもの

のうち業務方法書第４６条の３第２号及び第

４６条の４第２号に規定する区分口座に係る

ものを除く。）及び先物・オプション取引に係

る取引証拠金等に関する規則第２０条第１項

第２号に掲げる取引証拠金並びに取引所ＦＸ

取引に係る取引証拠金等に関する規則第１９

条第１項第４号及び第８号に掲げる取引証拠

金とする。 

２ 業務方法書第２９条の４第２項に規定する

当社が定める取引証拠金は、先物・オプション

取引に係る取引証拠金等に関する規則第９条

の２第１項（同条第３項によるもののうち業

務方法書第４６条の３第２号及び第４６条の

４第２号に規定する区分口座に係るものを除

く。）、先物・オプション取引に係る取引証拠

金等に関する規則第２０条第１項第２号、第

５号、第７号及び第１０号に掲げる取引証拠

金並びに取引所ＦＸ取引に係る取引証拠金等

に関する規則第１９条第１項第４号及び第８

号に掲げる取引証拠金とする。 

  

（清算受託契約） 

第１０条 業務方法書第３９条第１項に規定す

る清算受託契約は、次の各号に掲げる他社清

算参加者の清算資格の種類に従い、当該各号

に定める別紙様式によるものとする。 

（１）～（７） （略） 

（削る） 

（清算受託契約） 

第１０条 業務方法書第３９条第１項に規定す

る清算受託契約は、次の各号に掲げる他社清

算参加者の清算資格の種類に従い、当該各号

に定める別紙様式によるものとする。 

（１）～（７） （略） 

（８） ＦＸ清算資格 
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 別紙様式９ 

  

（商品先物取引の清算値段） 

第２１条 業務方法書第７３条の３１の３に規

定する当社が定める清算値段（限月現金決済

先物取引（指定市場開設者が定める限月現金

決済先物取引をいう。以下同じ。）及び限日現

金決済先物取引（指定市場開設者が定める限

日現金決済先物取引をいう。以下同じ。）にあ

っては、清算数値。以下同じ。）は、次の各号

に掲げる商品先物取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。ただし、当社が当該

各号に定めるところによることが適当でない

と認める場合は、当社がその都度定める。 

（商品先物取引の清算値段） 

第２１条 業務方法書第７３条の３１の３に規

定する当社が定める清算値段（限月現金決済

先物取引（指定市場開設者が定める限月現金

決済先物取引をいう。以下同じ。）及び限日現

金決済先物取引（指定市場開設者が定める限

日現金決済先物取引をいう。以下同じ。）にあ

っては、清算数値。以下同じ。）は、次の各号

に掲げる商品先物取引の区分に従い、当該各

号に定めるところによる。ただし、当社が当該

各号に定めるところによることが適当でない

と認める場合は、当社がその都度定める。 

（１） 現物先物取引（次号に掲げるものを除

く。） 

各取引日の現物先物取引の約定値段（ス

トラテジー取引による約定値段を除く。以

下この条において同じ。）のうち指定市場開

設者が定める夜間立会の開始時から日中立

会の終了時までの間における立会による最

終の約定値段とする。ただし、当該約定値段

がない場合には、直前の取引日の清算値段

（取引開始日における限月取引（指定市場

開設者が定める限月取引をいう。以下この

条において同じ。）にあっては、直前に取引

最終日を迎える限月取引の清算値段）とす

る。 

（１） 現物先物取引（次号に掲げるものを除

く。） 

各取引日の現物先物取引の約定値段（ス

トラテジー取引による約定値段を除く。以

下この条において同じ。）のうち指定市場開

設者が定める夜間立会の開始時から日中立

会の終了時までの間における立会による最

終の約定値段とする。ただし、当該約定値段

がない場合には、直前の取引日の清算値段

（取引開始日における限月取引（指定市場

開設者が定める限月取引をいう。以下この

条において同じ。）にあっては、取引最終日

が最も近い限月取引の清算値段）とする。 

（２） （略） （２） （略） 

（３） 限月現金決済先物取引 

ａ 限月現金決済先物取引（次のｂに掲げ

るものを除く。） 

取引最終日が属する月を同一とする現

物先物取引（取引の対象とする金融商品

を同一とするものに限る。）の限月取引に

係る清算値段とする。ただし、当該限月取

引がない場合には、当該取引日の当該限

月現金決済先物取引の約定数値（ストラ

テジー取引による約定数値を除く。以下

この号において同じ。）のうち指定市場開

（３） 限月現金決済先物取引 

ａ 限月現金決済先物取引（次のｂに掲げ

るものを除く。） 

取引最終日が属する月を同一とする現

物先物取引（取引の対象とする金融商品

を同一とするものに限る。）の限月取引に

係る清算値段 
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設者が定める夜間立会の開始時から日中

立会の終了時までの間における立会によ

る最終の約定数値とし、当該約定数値が

ない場合には、直前の取引日の清算数値

（取引開始日における限月取引にあって

は、直前に取引最終日を迎える限月取引

の清算数値）とする。 

ｂ 上海天然ゴム先物取引の価格（指定市

場開設者が定める上海天然ゴム先物取引

の価格をいう。）を対象とする限月現金決

済先物取引 

当該取引日の限月現金決済先物取引の

約定数値のうち午後３時３０分から指定

市場開設者が定める日中立会の終了時ま

での間における立会による最終の約定数

値とする。ただし、当該最終の約定数値が

ない場合又は当該取引日の立会における

約定数値を清算数値とすることが適当で

ないと認める限月取引については、当日

の立会の呼値の状況等を勘案して、当社

が定める数値とする。 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 上海天然ゴム先物取引の価格（指定市

場開設者が定める上海天然ゴム先物取引

の価格をいう。）を対象とする限月現金決

済先物取引 

当該取引日の限月現金決済先物取引の

約定数値（ストラテジー取引による約定

数値を除く。以下このｂにおいて同じ。）

のうち午後３時３０分から指定市場開設

者が定める日中立会の終了時までの間に

おける立会による最終の約定数値とす

る。ただし、当該最終の約定数値がない場

合又は当該取引日の立会における約定数

値を清算数値とすることが適当でないと

認める限月取引については、当日の立会

の呼値の状況等を勘案して、当社が定め

る数値とする。 

（４） （略） （４） （略） 

  

 

第４６条から第５０条まで 削除 

（取引所ＦＸ取引に係る建玉の申告時限） 

第４６条 業務方法書第７３条の３２第１項及

び第２項に規定する取引所ＦＸ取引に係る建

玉の申告は、各取引日の終了する日（ＦＸ休業

日に当たるときは、順次繰り下げる。）の午前

１０時までに行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、当社は、必要があ

ると認めるときは、同項の申告時限を臨時に

変更することができるものとする。この場合

においては、あらかじめその旨をＦＸ清算参

加者に通知する。 

  

 （取引所ＦＸ取引の清算数値） 

第４７条 業務方法書第７３条の３３に規定す

る清算数値は、第２条第２号に掲げる指定市
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場開設者が定める立会時が終了する前の５分

間における取引高加重平均価格とする。ただ

し、当社が適当でないと認める場合には、当社

がその都度定める。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、取引所Ｆ

Ｘ取引に係る清算約定の決済（業務方法書第

７３条の４１第１項に規定する金銭の授受を

いう。次条において同じ。）の前に、清算数値

に誤りがあると認められた場合には、当該清

算数値を当社が適当と認める数値に変更する

ことができる。 

  

 （取引所ＦＸ取引のスワップポイント基準

値） 

第４８条 業務方法書第７３条の３３に規定す

るスワップポイント基準値は、第２条第２号

に掲げる指定市場開設者の定めるところによ

り、マーケットメイカー（当該指定市場開設者

が定めるマーケットメイカーをいう。）が当該

指定市場開設者に提示するスワップレートを

参考に当社が定める数値とする。ただし、当社

が適当でないと認める場合には、当社がその

都度定める。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、取引所Ｆ

Ｘ取引に係る清算約定の決済の前に、スワッ

プポイント基準値に誤りがあると認められた

場合には、当該スワップポイント基準値を当

社が適当と認める数値に変更することができ

る。 

  

 （非対円金融指標に係る差金の額） 

第４９条 業務方法書第７３条の３８に規定す

る差に相当する金銭は、非対円金融指標（指定

市場開設者が定める非対円金融指標をいう。

以下同じ。）に係る同第７３条の３４、第７３

条の３５、第７３条の３５の２及び第７３条

の３７に規定する差に基準通貨（指定市場開

設者が定める非対円金融指標について、金融

指標の算出の基準となる通貨をいう。）に係る

対円金融指標（指定市場開設者が定める対円
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金融指標をいう。以下同じ。）における当該取

引日の清算数値を乗じることにより得られる

円価額（円位未満の端数金額は切り捨てる。）

とする。 

  

 （取引所ＦＸ取引に係る差金の額の申告及び

受払い） 

第５０条 ＦＸ清算参加者は、業務方法書第７

３条の３４から第７３条の３８まで及び第７

３条の４１の規定により授受する金銭の額

を、預り目的（取引所ＦＸ取引に係る取引証拠

金等に関する規則第１９条第１項に規定する

取引証拠金の区分をいう。以下同じ。）ごとに

決済日（業務方法書第７３条の３４に規定す

る決済日をいう。）の午前１０時までに当社に

申告するものとする。 

２ ＦＸ清算参加者は、非対円金融指標につい

て、前条の規定に従い委託取引の合計につい

て算出した額（以下「委託合計額」という。）

及び顧客ごとに算出した額の合計額（以下「顧

客合計額」という。）に差が生じる場合は、委

託合計額から顧客合計額を差し引いて得られ

る額を、前項の規定により当社に申告するＦ

Ｘ清算参加者自己分に係る金銭の額に加算し

て得た額を、ＦＸ清算参加者自己分に係る金

銭の額として申告するものとする。 

３ 業務方法書第７３条の３４から第７３条の

３８まで及び第７３条の４１の規定による金

銭の授受は、前２項に定める申告額及び当社

が算出した額に基づき、当社が預り目的ごと

の取引証拠金を加減することにより行うこと

とする。 

４ ＦＸ清算参加者は、前項の加減により預り

目的ごとの取引証拠金が取引証拠金所要額に

満たなくなる場合は、当該取引証拠金所要額

から当該取引証拠金を差し引いた額以上の取

引証拠金を、取引所ＦＸ取引に係る取引証拠

金等に関する規則第１４条から第１８条まで

に定めるところにより、当社に預託しなけれ

ばならない。 
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（清算基金による損失の補填方法） 

第５９条 業務方法書第７８条の２第１項及び

第２項に規定する補填は、次の各号に掲げる

損失の区分に従い、当該各号に定めるところ

により行うものとする。 

（１）～（７） （略） 

（削る） 

（清算基金による損失の補填方法） 

第５９条 業務方法書第７８条の２第１項及び

第２項に規定する補填は、次の各号に掲げる

損失の区分に従い、当該各号に定めるところ

により行うものとする。 

（１）～（７） （略） 

（８） ＦＸ清算資格に係る未補填損失（業務

方法書第７８条の２第１項第１号に規定す

る補填し得ない損失のうち、ＦＸ清算資格

に係るものをいう。） 

第１号の規定を準用する。この場合にお

いて、同号中「現物清算資格」とあるのは「Ｆ

Ｘ清算資格」と、「現物清算参加者」とある

のは「ＦＸ清算参加者」と、それぞれ読み替

えるものとする。 

  

（特別清算料の徴収による損失の補填） 

第６０条 業務方法書第７９条第２項の規定に

基づき、同項の超過額を現物清算資格におけ

る不履行発生日清算参加者に按分する場合に

は、当該超過額を、不履行発生日清算参加者そ

れぞれの不履行発生日の前日における当該清

算資格に係る清算基金所要額に応じて按分す

ることによるものとする。 

２～４ （略） 

（特別清算料の徴収による損失の補填） 

第６０条 業務方法書第７９条第２項の規定に

基づき、同項の超過額を現物清算資格又はＦ

Ｘ清算資格における不履行発生日清算参加者

に按分する場合には、当該超過額を、不履行発

生日清算参加者それぞれの不履行発生日の前

日における当該清算資格に係る清算基金所要

額に応じて按分することによるものとする。 

２～４ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和８年４月１３日から

施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る

当社と清算参加者の間の決済を行うために必

要な当社が設置するシステムの稼働に支障が

生じた場合その他やむを得ない事由により、

改正後の規定を適用することが適当でないと

当社が認める場合には、令和８年４月１３日

以後の当社が定める日から施行する。 

 

３ 第５条の規定（清算資格取得手数料の納入

に係る部分に限る。）は、この改正規定施行の
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日に、既に他の先物等清算資格を有する清算

参加者が指数先物等清算資格を取得する場合

には適用しない。 

  

（削る）  別紙様式９ 

ＦＸ清算受託契約書 
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手数料に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（銘柄管理手数料） 

第４条 （略） 

２ 取引所金融商品市場を開設する指定市場開

設者の前項に規定する銘柄管理手数料（月額）

は、次の各号に掲げる取引について、当該各号

に定める額の合計額とする。 

（１） （略） 

（２） 業務方法書第３条第２項第２号から

第６号の３までに掲げる取引 

次のａからｈまでに掲げる銘柄につい

て、当該ａからｈまでに定める額の合計額 

ａ～ｈ （略） 

３ （略） 

（銘柄管理手数料） 

第４条 （略） 

２ 取引所金融商品市場を開設する指定市場開

設者の前項に規定する銘柄管理手数料（月額）

は、次の各号に掲げる取引について、当該各号

に定める額の合計額とする。 

（１） （略） 

（２） 業務方法書第３条第２項第２号から

第６号の３まで及び第１１号に掲げる取引 

次のａからｈまでに掲げる銘柄につい

て、当該ａからｈまでに定める額の合計額 

ａ～ｈ （略） 

３ （略） 

  

別表１ 

清算手数料の算出の基準及び清算手数料率 

別表１ 

清算手数料の算出の基準及び清算手数料率 

１ （略） 

２ 業務方法書第３条第２項第２号から第６号

の３までに掲げる取引に係る清算手数料の算

出の基準及び清算手数料率は、次のとおりと

する。 

清算対象取引 

の区分 

算出 

の基準 
清算手数料率 

（略） 

業 務 方

法 書 第

３ 条 第

２ 項 第

５ 号 に

掲 げ る

指 数 先

物取引 

（略） 

Ｓ＆Ｐ／Ｊ

ＰＸ ５０

０ ＥＳＧ

スコア・テ

ィルト指数

（傾斜０.

５）先物取

引、ＦＴＳ

Ｅ JＰＸ

ネットゼロ

５００イン

デックス先

（略） 

１ （略） 

２ 業務方法書第３条第２項第２号から第６号

の３までに掲げる取引に係る清算手数料の算

出の基準及び清算手数料率は、次のとおりと

する。 

清算対象取引 

の区分 

算出 

の基準 
清算手数料率 

（略） 

業 務 方

法 書 第

３ 条 第

２ 項 第

５ 号 に

掲 げ る

指 数 先

物取引 

（略） 

Ｓ＆Ｐ／Ｊ

ＰＸ ５０

０ ＥＳＧ

スコア・テ

ィルト指数

（傾斜０.

５）先物取

引、ＦＴＳ

Ｅ JＰＸ

ネットゼロ

５００イン

デックス先

（略） 
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物取引及び

日経気候変

動指数先物

取引 

（注１） 

通貨先物

（米ドル／

日本円先物

取引、中国

オフショア

人民元／日

本円先物取

引及びユー

ロ／日本円

先物取引）

（注１） 

取 引 数

量 

当社が当該月に引

き受けた債務（注

３）について、１

取引単位につき 

２円 

（注４） 

最 終 決

済 に 係

る数量 

当該月における最

終決済に係る数量

について、１取引

単位につき 

１５円 

（略） 

（略） 

業 務 方

法 書 第

３ 条 第

２ 項 第

６ 号 の

２ に 掲

げ る 商

品 先 物

取引 

現物先物取

引 

（略） 

限月現金決

済先物取引

のうちポケ

ット取引 

（注１） 

取 引 数

量 

当社が当該月に引

き受けた債務（注

３）について、１

取引単位につき 

９円 

（注４） 

最 終 決

済 に 係

る数量 

当該月における最

終決済に係る数量

について、１取引

単位につき 

２９円 

限月現金決

済先物取引

のうちミニ

取引 

（注１） 

取 引 数

量 

当社が当該月に引

き受けた債務（注

３）について、１

取引単位につき 

２円 

（注４） 

最 終 決

済 に 係

る数量 

当該月における最

終決済に係る数量

について、１取引

物取引及び

日経気候変

動指数先物

取引 

（注１） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

業 務 方

法 書 第

３ 条 第

２ 項 第

６ 号 の

２ に 掲

げ る 商

品 先 物

取引 

現物先物取

引 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

限月現金決

済先物取引

（上海天然

ゴム先物取

引を除く。） 

取 引 数

量 

当社が当該月に引

き受けた債務（注

３）について、１

取引単位につき 

２円 

（注４） 

最 終 決

済 に 係

る数量 

当該月における最

終決済に係る数量

について、１取引
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単位につき 

１４円 

（略） 

（略） 

（注１）～（注６） （略） 

単位につき 

１４円 

（略） 

（略） 

（注１）～（注６） （略） 

  

  

付 則 

１ この改正規定は、令和８年４月１３日から

施行する。 

２ 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る

当社と清算参加者の間の決済を行うために必

要な当社が設置するシステムの稼働に支障が

生じた場合その他やむを得ない事由により、

改正後の規定を適用することが適当でないと

当社が認める場合には、令和８年４月１３日

以後の当社が定める日から施行する。 
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措置評価委員会規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（諮問事項） 

第３条 当社は、清算参加者等（業務方法書第５

条第２項に規定する現物清算資格、国債先物

等清算資格、指数先物等清算資格、貴金属先物

等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物

等清算資格、原油先物等清算資格若しくはＥ

ＴＦ特別清算資格、ＣＤＳ業務方法書第２条

第６０号に規定するＣＤＳ清算資格、金利ス

ワップ業務方法書第２条第１２号に規定する

金利スワップ清算資格、国債店頭取引業務方

法書第５条第２項に規定する国債店頭取引清

算資格又は商品取引業務方法書第５条第２項

に規定するエネルギー先物等清算資格、堂島

農産物先物等清算資格、堂島砂糖先物等清算

資格若しくは堂島貴金属先物等清算資格のう

ちいずれかの清算資格を有する者（以下「清算

参加者」という。）又は業務方法書第１０条の

４第１項の規定により登録を受けた者をい

う。以下同じ。）に対し次に掲げる措置又は判

断を行おうとするときは、措置評価委員会に

諮問するものとする。 

（１）～（５） （略） 

２・３ （略） 

（諮問事項） 

第３条 当社は、清算参加者等（業務方法書第５

条第２項に規定する現物清算資格、国債先物

等清算資格、指数先物等清算資格、貴金属先物

等清算資格、ゴム先物等清算資格、農産物先物

等清算資格、原油先物等清算資格、ＦＸ清算資

格若しくはＥＴＦ特別清算資格、ＣＤＳ業務

方法書第２条第６０号に規定するＣＤＳ清算

資格、金利スワップ業務方法書第２条第１２

号に規定する金利スワップ清算資格、国債店

頭取引業務方法書第５条第２項に規定する国

債店頭取引清算資格又は商品取引業務方法書

第５条第２項に規定するエネルギー先物等清

算資格、堂島農産物先物等清算資格、堂島砂糖

先物等清算資格若しくは堂島貴金属先物等清

算資格のうちいずれかの清算資格を有する者

（以下「清算参加者」という。）又は業務方法

書第１０条の４第１項の規定により登録を受

けた者をいう。以下同じ。）に対し次に掲げる

措置又は判断を行おうとするときは、措置評

価委員会に諮問するものとする。 

（１）～（５） （略） 

２・３ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和８年４月１３日から

施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る

当社と清算参加者の間の決済を行うために必

要な当社が設置するシステムの稼働に支障が

生じた場合その他やむを得ない事由により、

改正後の規定を適用することが適当でないと

当社が認める場合には、令和８年４月１３日

以後の当社が定める日から施行する。 
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清算基金所要額に関する規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（清算基金所要額） 

第２条 （略） 

２ （略）  

３ 当社は、現物清算資格に係る各清算参加者

の清算基金所要額を、前月の末日を現物等清

算基金所要額算出基準日として毎月算出し、

当月の４日目（休業日を除外する。以下日数計

算において同じ。）の日に各清算参加者に通知

する。 

４ 前項の規定により算出した現物清算資格に

係る各清算参加者の清算基金所要額は、当月

の５日目の日から適用する。 

５～７ （略） 

（清算基金所要額） 

第２条 （略） 

２ （略）  

３ 当社は、現物清算資格及びＦＸ清算資格に

係る各清算参加者の清算基金所要額を、前月

の末日を現物等清算基金所要額算出基準日と

して毎月算出し、当月の４日目（休業日を除外

する。以下日数計算において同じ。）の日に各

清算参加者に通知する。 

４ 前項の規定により算出した現物清算資格及

びＦＸ清算資格に係る各清算参加者の清算基

金所要額は、当月の５日目の日から適用する。 

５～７ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、令和８年４月１３日から

施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る

当社と清算参加者の間の決済を行うために必

要な当社が設置するシステムの稼働に支障が

生じた場合その他やむを得ない事由により、

改正後の規定を適用することが適当でないと

当社が認める場合には、令和８年４月１３日

以後の当社が定める日から施行する。 

 

  

別表 

清算基金所要額の算出に関する表 

別表 

清算基金所要額の算出に関する表 

１．～７． （略） 

（削る） 

１．～７． （略） 

８．ＦＸ清算資格に係る清算基金所要額（以下

「ＦＸ清算基金所要額」という｡） 

ＦＸ清算基金所要額は､次に定める計算式

により算出される額とする｡ただし､当該額が

１００万円の整数倍でないときは､当該額を

超える１００万円の整数倍である金額のうち

最も少ない金額とする｡なお､計算式における
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用語の意義は､次のａからｃまでに定めると

おりとする｡ 

 

ＦＸ清算基金所要額 

＝期間最大基準ＰＭＬ額ＦＸ×個社按分基礎

ＩＭ額ＦＸ／按分基礎ＩＭ総額ＦＸ 

 

ａ 期間最大基準ＰＭＬ額ＦＸとは､日次Ｐ

ＭＬ基準額の算出対象期間における最大

値をいう｡ 

（注１） 日次ＰＭＬ基準額とは、想定価

格変動参照期間における日々の上位２

社想定損失額の９９.７４％をカバー

することができる最も小さい額とす

る。 

（注１－１） 想定価格変動参照期間と

は､一の取引日から起算して過去２０

年間をいう｡ 

（注１－２） 上位２社想定損失額とは､

想定価格変動参照期間における各日の

日別想定損失額が上位となる２社の当

該日別想定損失額の合計額をいう｡ 

（注１－２－１） 日別想定損失額とは､

想定価格変動参照期間における各日に

おいて､想定価格変動が生じた場合に

発生する各ＦＸ清算参加者の評価損失

相当額（当該一の取引日における当該

ＦＸ清算参加者が保有する建玉から生

じる差金（業務方法書第７３条の３４､

第７３条の３５及び第７３条の３７に

規定する金銭をいう｡）の合計のうち当

該ＦＸ清算参加者の支払金額をいう｡）

から取引所ＦＸ取引に係る取引証拠金

預託額等を差し引いて得た額をいう｡ 

（注１－２－１－１） 想定価格変動と

は､想定価格変動参照期間における各

日の各金融指標に係る清算数値に､当

該各金融指標に係る３日間変動率（当

該各日の各金融指標に係る清算数値と

３取引日前の各金融指標に係る清算数
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値との差を３取引日前の金融指標に係

る清算数値で除した数値をいう｡）をそ

れぞれ乗じて得られる各金融指標の変

動幅をいう｡ 

（注１－２－１－２） 取引所ＦＸ取引

に係る取引証拠金預託額等とは､当該

ＦＸ清算参加者が当該一の取引日に取

引所ＦＸ取引に係る自己分の取引証拠

金として当社に預託している金銭の額

並びに当該一の取引日に取引所ＦＸ取

引に係る取引証拠金等に関する規則第

２１条第１項の規定により清算参加者

が当社に申告した委託分及び有価証券

等清算取次ぎ分の取引証拠金所要額の

合計額をいう｡ 

ｂ 個社按分基礎ＩＭ額ＦＸとは､各清算参

加者の､現物等清算基金所要額算出基準

日の属する月の各取引日に適用された取

引証拠金所要額（ＦＸ清算参加者が取引所

FX 取引に係る取引証拠金等に関する規則

第２１条第１項の規定により当社に申告

した自己分並びに委託分及び有価証券等

清算取次ぎ分の取引証拠金所要額の合計

額をいう｡）の平均額をいう｡ 

ｃ 按分基礎ＩＭ総額ＦＸとは､前ｂの個

社按分基礎ＩＭ額ＦＸを､すべてのＦＸ清

算参加者について合算した額をいう｡ 
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先物・オプション取引に係る取引証拠金等に関する規則の取扱いの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（日中清算値段、日中清算数値及び日中清算

価格に関する準用等） 

第２条の５ （略） 

（日中清算値段、日中清算数値及び日中清算

価格に関する準用等） 

第２条の５ （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 取引証拠金規則第２０条の４に規定する当

社が定める日中清算値段のうち商品先物取引

に係る日中清算値段（限月現金決済先物取引

（指定市場開設者が定める商品先物取引に係

る限月現金決済先物取引をいう。以下同じ。）

及び限日現金決済先物取引（指定市場開設者

が定める限日現金決済先物取引をいう。以下

同じ。）にあっては日中清算数値。以下同じ。）

は、次の各号に掲げる商品先物取引の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。ただ

し、当社が当該各号に定めるところによるこ

とが適当でないと認める場合は、当社がその

都度定める。 

３ 取引証拠金規則第２０条の４に規定する当

社が定める日中清算値段のうち商品先物取引

に係る日中清算値段（限月現金決済先物取引

（指定市場開設者が定める商品先物取引に係

る限月現金決済先物取引をいう。以下同じ。）

及び限日現金決済先物取引（指定市場開設者

が定める限日現金決済先物取引をいう。以下

同じ。）にあっては日中清算数値。以下同じ。）

は、次の各号に掲げる商品先物取引の区分に

従い、当該各号に定めるところによる。ただ

し、当社が当該各号に定めるところによるこ

とが適当でないと認める場合は、当社がその

都度定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 限月現金決済先物取引 

ａ 限月現金決済先物取引（次のｂに掲げ

るものを除く。） 

取引最終日が属する月を同一とする現

物先物取引（取引の対象とする金融商品

を同一とするものに限る。）の限月取引に

係る日中清算値段とする。ただし、当該限

月取引がない場合には、当該取引日の当

該限月現金決済先物取引の約定数値（ス

トラテジー取引による約定数値を除く。

以下この項において同じ。）のうち日中清

算値段算出時の直前における立会による

最終の約定数値とし、当該約定数値がな

い場合には、直前の取引日の清算数値（取

引開始日における限月取引にあっては、

直前に取引最終日を迎える限月取引の清

算数値）とする。 

ｂ 上海天然ゴム先物取引の価格（指定市

場開設者が定める上海天然ゴム先物取引

（２） 限月現金決済先物取引 

ａ 限月現金決済先物取引（次のｂに掲げ

るものを除く。） 

取引最終日が属する月を同一とする現

物先物取引（取引の対象とする金融商品

を同一とするものに限る。）の限月取引に

係る日中清算値段とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ 上海天然ゴム先物取引の価格（指定市

場開設者が定める上海天然ゴム先物取引
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の価格をいう。以下同じ。）を対象とする

限月現金決済先物取引 

各取引日の限月現金決済先物取引の約

定数値のうち午前１０時４５分から午前

１１時までの間における立会による最終

の約定数値とする。ただし、当該最終の約

定数値がない場合又は当該約定数値を日

中清算数値とすることが適当でないと認

める場合には、午前１１時までの呼値の

状況等を勘案して当社がその都度定める

数値とする。なお、各限月取引の取引最終

日の終了する日の翌日（当該取引最終日

の終了する日の翌日に、Ｓｈａｎｇｈａ

ｉ Ｆｕｔｕｒｅｓ Ｅｘｃｈａｎｇｅ

が開設する外国金融商品市場において取

引されている天然ゴムを対象とした商品

先物取引に類似の取引について最終清算

値段を算定されていない場合において、

当社が必要と認めるときは、当該取引最

終日の終了する日の翌日から当社がその

都度定める日までの期間をいう。以下第

４条第３項第２号において同じ。））にお

いては、当社がその都度定める数値を当

該限月取引の日中清算数値とする。 

の価格をいう。以下同じ。）を対象とする

限月現金決済先物取引 

各取引日の限月現金決済先物取引の約

定数値（ストラテジー取引による約定数

値を除く。以下このｂにおいて同じ。）の

うち午前１０時４５分から午前１１時ま

での間における立会による最終の約定数

値とする。ただし、当該最終の約定数値が

ない場合又は当該約定数値を日中清算数

値とすることが適当でないと認める場合

には、午前１１時までの呼値の状況等を

勘案して当社がその都度定める数値とす

る。なお、各限月取引の取引最終日の終了

する日の翌日（当該取引最終日の終了す

る日の翌日に、Ｓｈａｎｇｈａｉ Ｆｕ

ｔｕｒｅｓ Ｅｘｃｈａｎｇｅが開設す

る外国金融商品市場において取引されて

いる天然ゴムを対象とした商品先物取引

に類似の取引について最終清算値段を算

定されていない場合において、当社が必

要と認めるときは、当該取引最終日の終

了する日の翌日から当社がその都度定め

る日までの期間をいう。以下第４条第３

項第２号において同じ。））においては、

当社がその都度定める数値を当該限月取

引の日中清算数値とする。 

（３） （略） （３） （略） 

４ 取引証拠金規則第２０条の４に規定する当

社が定める日中清算数値のうち指数先物取引

に係る日中清算数値は、次の各号に定めると

ころによる。ただし、当社が当該各号に定める

ところによることが適当でないと認める場合

は、当社がその都度定める。 

（１） 業務方法書の取扱い第２０条の８（同

条第１項第２号を除く。）の規定は、取引証

拠金規則第２０条の４の規定により指定市

場開設者が開設する金融商品市場における

指数先物取引に係る日中清算数値を定める

場合について準用する。 この場合におい

て、業務方法書の取扱い第２０条の８第１

４ 取引証拠金規則第２０条の４に規定する当

社が定める日中清算数値のうち指数先物取引

に係る日中清算数値は、次の各号に定めると

ころによる。ただし、当社が当該各号に定める

ところによることが適当でないと認める場合

は、当社がその都度定める。 

（１） 業務方法書の取扱い第２０条の８（同

条第１項第２号を除く。）の規定は、取引証

拠金規則第２０条の４の規定により指定市

場開設者が開設する金融商品市場における

指数先物取引に係る日中清算数値を定める

場合について準用する。 この場合におい

て、業務方法書の取扱い第２０条の８第１
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項第１号ａ中「午後３時３０分から指定市

場開設者が定める日中立会の終了時まで」

とあるのは「午前１０時４５分から午前１

１時まで」と、「清算数値」とあるのは「日

中清算数値」と、「当該取引日の終了する日

における最終の」とあるのは「日中清算数値

算出時の」と、「当日の日中立会の終了時」

とあるのは「午前１１時」と、それぞれ読み

替えるものとする。ただし、各限月取引の取

引最終日の終了する日の翌日(当該取引最

終日の終了する日の翌日に、主たる取引所

金融商品市場（取引対象指数の算出者が当

該取引対象指数の算出のために価格を採用

している取引所金融商品市場をいう。以下

同じ。）における有価証券の売買若しくは先

物・オプション取引が停止された場合、当該

取引最終日の終了する日に、ＦＴＳＥ中国

５０インデックス（Ｓｔｏｃｋ Ｅｘｃｈ

ａｎｇｅ ｏｆ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌ

ｉｍｉｔｅｄに上場されている銘柄のうち

ＦＴＳＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 

Ｌｉｍｉｔｅｄが選定した５０銘柄を対象

とする浮動株時価総額方式の株価指数であ

って、ＦＴＳＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ

ａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄが算出するものをい

う。）を対象とした指数先物取引において、

主たる取引所金融商品市場における有価証

券の売買が停止された若しくは当該指数を

算出する指数算出者による算出若しくは配

信が不能となった場合、当該取引最終日の

終了する日に、通貨指数（ＦＴＳＥ Ｉｎｔ

ｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄが

算出するＷＭＲ外国為替ベンチマークをい

う。）を対象とした指数先物取引において、

当該指数を算出する指数算出者による算出

若しくは配信が不能となった場合、当該取

引最終日の終了する日の翌日までにＴｈｅ 

Ｂｏａｒｄ ｏｆ Ｔｒａｄｅ ｏｆ ｔ

ｈｅ Ｃｉｔｙ ｏｆ Ｃｈｉｃａｇｏ， 

Ｉｎｃ．が開設する外国金融商品市場にお

項第１号ａ中「午後３時３０分から指定市

場開設者が定める日中立会の終了時まで」

とあるのは「午前１０時４５分から午前１

１時まで」と、「清算数値」とあるのは「日

中清算数値」と、「当該取引日の終了する日

における最終の」とあるのは「日中清算数値

算出時の」と、「当日の日中立会の終了時」

とあるのは「午前１１時」と、それぞれ読み

替えるものとする。ただし、各限月取引の取

引最終日の終了する日の翌日（当該取引最

終日の終了する日の翌日に、主たる取引所

金融商品市場（取引対象指数の算出者が当

該取引対象指数の算出のために価格を採用

している取引所金融商品市場をいう。以下

同じ。）における有価証券の売買若しくは先

物・オプション取引が停止された場合、当該

取引最終日の終了する日に、ＦＴＳＥ中国

５０インデックス（Ｓｔｏｃｋ Ｅｘｃｈ

ａｎｇｅ ｏｆ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｌ

ｉｍｉｔｅｄに上場されている銘柄のうち

ＦＴＳＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 

Ｌｉｍｉｔｅｄが選定した５０銘柄を対象

とする浮動株時価総額方式の株価指数であ

って、ＦＴＳＥ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎ

ａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄが算出するものをい

う。）を対象とした指数先物取引において、

主たる取引所金融商品市場における有価証

券の売買が停止された若しくは当該指数を

算出する指数算出者による算出若しくは配

信が不能となった場合、当該取引最終日の

終了する日の翌日までにＴｈｅ Ｂｏａｒ

ｄ ｏｆ Ｔｒａｄｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｃ

ｉｔｙ ｏｆ Ｃｈｉｃａｇｏ， Ｉｎｃ．

が開設する外国金融商品市場において取引

されているＮＹダウ（Ｓ＆Ｐ Ｄｏｗ Ｊ

ｏｎｅｓ Ｉｎｄｉｃｅｓ ＬＬＣが算出

するＤｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄｕｓｔｒ

ｉａｌ Ａｖｅｒａｇｅをいう。)を対象と

した指数先物取引に類似の取引若しくはＴ

ａｉｗａｎ Ｆｕｔｕｒｅｓ Ｅｘｃｈａ
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いて取引されているＮＹダウ（Ｓ＆Ｐ Ｄ

ｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄｉｃｅｓ ＬＬ

Ｃが算出するＤｏｗ Ｊｏｎｅｓ Ｉｎｄ

ｕｓｔｒｉａｌ Ａｖｅｒａｇｅをいう。）

を対象とした指数先物取引に類似の取引若

しくはＴａｉｗａｎ Ｆｕｔｕｒｅｓ Ｅ

ｘｃｈａｎｇｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ

が開設する外国金融商品市場において取引

されている台湾加権指数（Ｔａｉｗａｎ 

Ｓｔｏｃｋ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｃｏｒｐ

ｏｒａｔｉｏｎが算出する台湾証券取引所 

発行量加権指数をいう。）を対象とした指数

先物取引に類似の取引について最終清算数

値を算定されていない場合又は当該取引最

終日の終了する日の米国における該当日

に、ＣＭＥ Ｇｒｏｕｐ Ｐｅｔｒｏｌｅ

ｕｍ Ｉｎｄｅｘ（ＮＹＭＥＸに上場する

ＮＹＭＥＸ ＷＴＩ Ｃｒｕｄｅ Ｏｉｌ 

Ｆｕｔｕｒｅｓ、ＮＹＭＥＸ ＮＹ Ｈａ

ｒｂｏｒ ＲＢＯＢ Ｇａｓｏｌｉｎｅ 

Ｆｕｔｕｒｅｓ及びＮＹＭＥＸ ＮＹ Ｈ

ａｒｂｏｒ ＵＬＳＤ Ｆｕｔｕｒｅｓの

３商品から構成される指数であって、ＣＭ

Ｅ Ｇｒｏｕｐが算出するものをいう。）を

対象とした指数先物取引において、当該指

数を算出する指数算出者による算出若しく

は配信が不能となった場合において、当社

が必要と認めるときは、当該取引最終日の

終了する日の翌日から当社がその都度定め

る日までの期間をいう。以下第４条第４項

第１号において同じ。）においては、当社が

その都度定める数値を当該限月取引の日中

清算数値とする。 

ｎｇｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎが開設す

る外国金融商品市場において取引されてい

る台湾加権指数（Ｔａｉｗａｎ Ｓｔｏｃ

ｋ Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｃｏｒｐｏｒａｔ

ｉｏｎが算出する台湾証券取引所 発行量

加権指数をいう。）を対象とした指数先物取

引に類似の取引について最終清算数値を算

定されていない場合又は当該取引最終日の

終了する日の米国における該当日に、ＣＭ

Ｅ Ｇｒｏｕｐ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ Ｉ

ｎｄｅｘ（ＮＹＭＥＸに上場するＮＹＭＥ

Ｘ ＷＴＩ Ｃｒｕｄｅ Ｏｉｌ Ｆｕｔ

ｕｒｅｓ、ＮＹＭＥＸ ＮＹ Ｈａｒｂｏ

ｒ ＲＢＯＢ Ｇａｓｏｌｉｎｅ Ｆｕｔ

ｕｒｅｓ及びＮＹＭＥＸ ＮＹ Ｈａｒｂ

ｏｒ ＵＬＳＤ Ｆｕｔｕｒｅｓの３商品

から構成される指数であって、ＣＭＥ Ｇ

ｒｏｕｐが算出するものをいう。）を対象と

した指数先物取引において、当該指数を算

出する指数算出者による算出若しくは配信

が不能となった場合において、当社が必要

と認めるときは、当該取引最終日の終了す

る日の翌日から当社がその都度定める日ま

での期間をいう。以下第４条第３項第１号

において同じ。）においては、当社がその都

度定める数値を当該限月取引の日中清算数

値とする。 

 

 

 

 

 

 

（２） 日経平均・配当指数(日本経済新聞社

が算出する日経平均・配当指数をいう。)を

対象とする指数先物取引に係る日中清算数

値は、当該取引日の立会において、午前１１

時までの当社が定める時間以降に約定数値

(ストラテジー取引による約定数値を除く。

以下この号において同じ。)がある限月取引

（２） 日経平均・配当指数(日本経済新聞社

が算出する日経平均・配当指数をいう。)を

対象とする指数先物取引に係る日中清算数

値は、当該取引日の立会において、午前１１

時までの当社が定める時間以降に約定数値

(ストラテジー取引による約定数値を除く。

以下この号において同じ。)がある限月取引
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については、当該時間以降の最終の約定数

値とする。ただし、当該約定数値がない場合

には、当日の午前１１時までの呼値の状況

等を勘案して当社が定める数値とする。な

お、各限月取引の取引最終日の終了する日

の翌日(当該取引最終日の終了する日の翌

日に、主たる取引所金融商品市場における

有価証券の売買若しくは先物・オプション

取引が停止された場合において当社が必要

と認めるときは、当該取引最終日の終了す

る日の翌日から当社がその都度定める日ま

での期間をいう。以下第４条第４項第２号

において同じ。)においては、当社がその都

度定める数値を当該限月取引の日中清算数

値とする。 

については、当該時間以降の最終の約定数

値とする。ただし、当該約定数値がない場合

には、当日の午前１１時までの呼値の状況

等を勘案して当社が定める数値とする。な

お、各限月取引の取引最終日の終了する日

の翌日(当該取引最終日の終了する日の翌

日に、主たる取引所金融商品市場における

有価証券の売買若しくは先物・オプション

取引が停止された場合において当社が必要

と認めるときは、当該取引最終日の終了す

る日の翌日から当社がその都度定める日ま

での期間をいう。以下第４条第３項第２号

において同じ。)においては、当社がその都

度定める数値を当該限月取引の日中清算数

値とする。 

５ （略） ５ （略） 

  

（緊急清算値段、緊急清算数値及び緊急清算

価格に関する準用） 

第４条 （略） 

（緊急清算値段、緊急清算数値及び緊急清算

価格に関する準用） 

第４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 取引証拠金規則第２３条に規定する当社が

定める緊急清算値段のうち商品先物取引に係

る緊急清算値段は、次の各号に掲げる商品先

物取引の区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。ただし、当社が当該各号に定めると

ころによることが適当でないと認める場合

は、当社がその都度定める。 

３ 取引証拠金規則第２３条に規定する当社が

定める緊急清算値段のうち商品先物取引に係

る緊急清算値段は、次の各号に掲げる商品先

物取引の区分に従い、当該各号に定めるとこ

ろによる。ただし、当社が当該各号に定めると

ころによることが適当でないと認める場合

は、当社がその都度定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 限月現金決済先物取引 

ａ 限月現金決済先物取引（次のｂに掲げ

るものを除く。） 

取引最終日が属する月を同一とする現

物先物取引（取引の対象とする金融商品

を同一とするものに限る。）の限月取引に

係る緊急清算値段とする。ただし、当該限

月取引がない場合には、当該取引日の当

該限月現金決済先物取引の約定数値（ス

トラテジー取引による約定数値を除く。

以下この項において同じ。）のうち緊急清

（２） 限月現金決済先物取引 

ａ 限月現金決済先物取引（次のｂに掲げ

るものを除く。） 

取引最終日が属する月を同一とする現

物先物取引（取引の対象とする金融商品

を同一とするものに限る。）の限月取引に

係る緊急清算値段とする。 
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算値段算出時の直前における立会による

最終の約定数値とし、当該約定数値がな

い場合には、直前の取引日の清算数値（取

引開始日における限月取引にあっては、

直前に取引最終日を迎える限月取引の清

算数値）とする。 

ｂ 上海天然ゴム先物取引の価格を対象と

する限月現金決済先物取引 

各取引日の限月現金決済先物取引の約

定数値のうち午後０時４５分から午後１

時までの間における立会による最終の約

定数値とする。ただし、当該最終の約定数

値がない場合又は当該約定数値を緊急清

算数値とすることが適当でないと認める

場合には、午後１時までの呼値の状況等

を勘案して当社がその都度定める数値と

する。ただし、各限月取引の取引最終日の

終了する日の翌日においては、当社がそ

の都度定める数値を当該限月取引の緊急

清算数値とする。 

 

 

 

 

 

 

ｂ 上海天然ゴム先物取引の価格を対象と

する限月現金決済先物取引 

各取引日の限月現金決済先物取引の約

定数値（ストラテジー取引による約定数

値を除く。以下このｂにおいて同じ。）の

うち午後０時４５分から午後１時までの

間における立会による最終の約定数値と

する。ただし、当該最終の約定数値がない

場合又は当該約定数値を緊急清算数値と

することが適当でないと認める場合に

は、午後１時までの呼値の状況等を勘案

して当社がその都度定める数値とする。

ただし、各限月取引の取引最終日の終了

する日の翌日においては、当社がその都

度定める数値を当該限月取引の緊急清算

数値とする。 

（３） （略） （３） （略） 

４・５ （略） ４・５ （略） 

  

付  則  

１ この改正規定は、令和８年４月１３日から

施行する。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、清算約定に係る

当社と清算参加者の間の決済を行うために必

要な当社が設置するシステムの稼働に支障が

生じた場合その他やむを得ない事由により、

改正後の規定を適用することが適当でないと

当社が認める場合には、令和８年４月１３日

以後の当社が定める日から施行する。 
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取引所ＦＸ取引に係る取引証拠金等に関する規則の取扱いを廃止する規則 

 

 

第１条 次に掲げる規則を廃止する。 

取引所ＦＸ取引に係る取引証拠金等に関する規則の取扱い 

 

 

付 則 

この規則は、令和８年４月１３日から施行する。 
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